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剰余金の配当及び別途積立金の取り崩しに関するお知らせ 
 

当社は、平成30年２月26日開催の取締役会において、下記のとおり平成29年12月31日を

基準日とする剰余金の配当及び別途積立金の取り崩しを行うことを決議いたしましたので、

お知らせいたします。 

なお、当社は、会社法第459条第１項各号に掲げる事項を取締役会決議により行うことが

できる旨を定款に定めております。 

 

記 

 

１. 剰余金の配当 

（１） 配当の内容 

 決定額 直近の配当予想 
（平成29年12月14日発表） 

前期実績 

基準日 平成29年12月31日 同左 平成28年12月31日 

１株あたり配当金 70円00銭 同左 2円00銭 

配当金の総額 1,004百万円 － 4百万円 

効力発生日 平成30年3月13日 － 平成29年3月31日 

配当原資 利益剰余金 － 利益剰余金 

 （注）平成29年6月1日付で普通株式１株につき普通株式５株の株式分割を行っておりま

す。平成28年12月期（前期）については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記

載しております。 

 

（２） 理由 

 当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と財務体質強化のため内部留保

を確保しつつ、安定的な配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

 当事業年度の期末配当金につきましては、当期の業績、今後の経営環境、財務体質、

資金需要等を総合的に勘案し、1株あたり70円と決定いたしました。 

 

２. 別途積立金の取り崩し 

（１） 減少する剰余金の項目及びその額 

 別途積立金   3,360,000,000円 

（２） 増加する剰余金の項目及びその額 

 繰越利益剰余金 3,360,000,000円 

（３） 実施の目的 

 継続的な配当政策の実現を可能にするため 

（４） 効力発生日 

   平成30年２月26日 

 以 上 


